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社会科学研究所「人を対象とする研究」倫理審査に関するフローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※承認されても、期間途中で研究計画、論文内容に変更が生じる場合は、再度審査手続きを行ってください。 

【申請者】事前チェックシートによるチェック 

【申請者】申請 

【倫理審査委員会】 
1．倫理審査申請 委員会開催 （申請から 1 カ月以内をめど） 

 
2．研究計画・論文内容の承認、条件付承認、変更の勧告、不承認、非該当の決定 

【所長】倫理審査委員会より審査結果報告を受ける 【申請者】審査結果通知 

承認 
 

条件付承認 
 

変更の勧告 不承認 
 

非該当 
 

研究開始 
刊行物作成開始 

条件充足 
委員長による判定 

計画変更 
再審査申請 

委員長による判定（委員会

再審査）  


